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資料１－２ 議案２３５号 



 

東京都市計画地区計画の変更（板橋区決定） 

都市計画大山駅東地区地区計画を次のように変更する。 

名称 大山駅東地区地区計画 

位置※ 板橋区大山東町、栄町及び氷川町各地内 

面積※ 約 22.4ha 

地区計画の目標 本地区は、東武東上線大山駅の東側に位置し、駅前商業地や地区中央部をにぎわいの軸として東西に貫く遊座大山商店街な

どの商業地と、その後背に広がる住宅地から形成され、周辺には複数の公共施設が立地するなど、交通や生活の利便性の高い

複合市街地となっている。 

板橋区都市づくりビジョン（平成 30 年３月）では、本地区を含む大山駅周辺地区は、大山まちづくり総合計画等に基づき、

商店街のにぎわいの促進や文化施設の立地といった駅周辺の特徴を活かした都市づくりを進めることとされている。 

さらに、大山駅の駅前広場、東武東上線の連続立体交差化及びこれに伴う鉄道付属街路に関する都市計画が令和元年 12 月に

決定されたことから、こうした都市基盤整備にあわせて都市機能の再編を図り、地区の回遊の起点となる駅前にふさわしいに

ぎわいを形成するとともに、駅周辺という立地条件を活かし、さらなるにぎわいの向上や商店街の健全なにぎわいと魅力的な

街並みの維持・形成及び密集市街地の安全性の向上を図り、多世代が安全で安心な都市型生活を営むことができる『誰もが「来

たくなる」「歩きたくなる」「住みたくなる」まち』の実現をめざす。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 １ 住宅地区① 

戸建て住宅と共同住宅が調和した、緑豊かな安全で安心して暮らせる住宅地の形成を図る。 

２ 住宅地区② 

遊座大山商店街の北側の住宅地については、地区内に存する大規模敷地の土地利用転換にあわせて南北の円滑な動線を確保

するなど、居住環境の改善を進め、緑豊かな防災性の高い住宅地の形成を図る。南側の住宅地については、戸建て住宅と共同住

宅が調和した、緑豊かな安全で快適に暮らせる住宅地の形成を図る。 

３ 駅前周辺住宅地区 

商店街と調和した、緑のある安全で安心して暮らせる住宅地の形成を図る。 

４ 遊座大山商店街地区 

将来にわたって健全な商業機能を維持するとともに、後背地の居住環境に配慮しながら、地区のメインストリートとしてふ

さわしい街並みに誘導し、安全で快適に買い物や交流ができる沿道型商店街の形成を図る。 

５ 駅前地区① 

東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備等にあわせて、地区のにぎわい、交流、回遊性を生み出す新たな駅前の拠 

１
 



 

 土地利用の方針 点として、将来にわたって健全な商業機能を維持するとともに、後背地の居住環境に配慮しながら地区のメインストリートと

してふさわしい街並みに誘導し、地区の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導を図る。 

６ 駅前地区② 

東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備等にあわせて、地区のにぎわい、交流、回遊性を生み出す新たな駅前の拠

点として、地区の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導を図る。 

７ 補助 26 号線沿道地区 

幹線道路の沿道として延焼遮断帯の形成による不燃化を図るとともに、後背地の居住環境に配慮しながら、幹線道路の沿道

にふさわしい住宅と商業・業務機能が調和した防災性の高い中高層の複合市街地の形成を図る。 

８ 山手通り沿道地区①・② 

平常時の広域交通や災害時の救急・消火活動などを支える広域幹線道路の沿道として、後背地の居住環境に配慮しながら、

住宅と商業・業務機能が調和した防災性の高い中高層の複合市街地の形成を図る。 

９ 近隣商業地区①・② 

遊座大山商店街のにぎわいとの連続性と住宅地の居住環境が調和した商業地の形成を図る。 

地区施設の整備の

方針 

補助第 26号線と大山駅をつなぐ駅前広場の整備による地域交通結節機能の向上や、連続立体交差事業による地域分断の解消

及び鉄道付属街路による新たな交流とにぎわいが生まれる地区内外の交通ネットワークを形成するため、以下の方針を定める。 

１ 地区内の主要な生活道路として、区画道路１号から４号までを地区施設に位置付け、地区の生活の軸としての機能の保全

を図る。 

２ 地区内のにぎわいの軸として、区画道路５号及び６号（遊座大山商店街）を地区施設に位置付け、壁面の位置の制限及び壁

面後退区域における工作物の設置の制限を定めることにより、地区施設及び壁面後退区域が一体となった安全で快適な歩行

空間の形成をめざす。 

建築物等の整備の

方針 

地区の特性に応じて、以下のように建築物等の整備の方針を定める。 

１ 住宅地区①・②、駅前周辺住宅地区 

（１）居住環境の維持・保全を図るため、建築物等の用途の制限を定める｡ 

（２）更なる建築物の密集化を防止し、ゆとりある住環境の形成を図るため、壁面の位置の制限を定める。 

（３）住宅地区①・②では、建築物の共同化を誘導し、良好な居住環境の維持と地域にふさわしい街並みの形成を図るため、敷

地規模に応じた建築物等の高さの最高限度を定める。また、駅前周辺住宅地区では、良好な居住環境の維持・形成を図るた

め、建築物等の高さの最高限度を定める。 

（４）住宅地の街並みの維持・形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める｡ 

２
 



 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

建築物等の整備の

方針 

（５）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため、道路に面する垣又はさくの構造の制限を定める｡ 

２ 遊座大山商店街地区、駅前地区① 

建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限

及び建築物等の高さの最高限度を定めて街並みを誘導しつつ、合理的な土地の有効利用及び良好な街並みの形成を図るため、

前面道路幅員による容積率制限及び道路斜線制限を緩和する。 

（１）商業の集積を促進するとともに、健全な商業環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限を定める｡ 

（２）商店街の街並み景観に配慮しつつ合理的な土地の有効利用を図るため、建築物の容積率の最高限度及び建築物の敷地面

積の最低限度を定める。 

（３）安全で快適な商店街の歩行環境を確保するため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定

める。 

（４）商店街の街並みの維持・形成を図るため、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

を定める｡ 

（５）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため、道路に面する垣又はさくの構造の制限を定める｡ 

３ 駅前地区②、補助 26号線沿道地区、山手通り沿道地区①・②、近隣商業地区①・② 

（１）健全な商業環境の形成と居住環境との調和を図るため、建築物等の用途の制限を定める｡ 

（２）良好な街並みの形成を図るため、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める｡ 

（３）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため、道路に面する垣又はさくの構造の制限を定める｡ 

その他当該区域の

整備、開発及び保

全に関する方針 

１ 緑豊かで潤いのある街並みを形成するため､敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化等により緑化を推進する｡ 

２ 景観法に基づく景観計画に留意して、良好な都市景観の形成に資する土地利用を図る。 

地
区
整
備
計
画 

地区施

設の配

置及び

規模 

種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 区画道路 1号※ 11.0ｍ 約 160ｍ 既設 

区画道路 2号※ 8.1～10.0ｍ 約 200ｍ 既設 

区画道路 3号※ 6.3～8.1ｍ 約 444ｍ 既設 

区画道路 4号 6.3ｍ 約 90ｍ 既設 

区画道路 5号※ 6.0～8.0ｍ 約 540ｍ 既設 

区画道路 6号 6.3ｍ 約 90ｍ 既設 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 区

の 区

分 

名称 住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

駅前周辺 

住宅地区 

遊座大山商店街地区 駅前地区① 駅前地区②、補助 26

号線沿道地区、山手通

り沿道地区①・②、近

隣商業地区①・② 

面積 約 0.7ha 約 11.1ha 約 1.0ha 約 2.5ha 約 0.7ha 約 6.4ha 

建築物等の

用途の制限

※ 

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物への用途を変更してはならない。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第２条第６項に規定する「店舗型性風俗特

殊営業」、第７項に規定する「無店舗型性風俗特殊営業」、第８項に規定する「映像送信型性風俗特殊営業」、第９項に規定す

る「店舗型電話異性紹介営業」、第 10項に規定する「無店舗型電話異性紹介営業」及び第 11項に規定する「特定遊興飲食店

営業」。 

－ ２ 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所その他これらに類するもの 

３ ぱちんこ屋その他これに類するもの 

ただし、この地区計画の決定の告示日において、現に使用されている建築物の敷地で当該用途に供するもの

については適用しない。 

－ ４ マージャン屋、射的

場、カラオケボックス

その他これらに類する

もの 

５ 区画道路５号及び６号に面する建築物の地上１階部分

が、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿（これらに付属する

自動車車庫を含む。）若しくは倉庫業を営む倉庫（以下「住

宅等」という。）の用途に供するもの。 

ただし、住宅等の出入り口に類するもの若しくは敷地の

形態上又は用途上やむを得ないと区長が認めるものはこ

の限りでない。 

－ 

  建築物の容

積率の最高

限度※ 

－ １ 建築物の容積率の最

高限度は、計画図３に

示す１号壁面線が定め

られている敷地におい

ては10分の40とする。 

ただし、山手通りの 

１ 建築物の容積率の最高限度

は、都市計画により定められ

た容積率 10 分の 50 と、次の

各号の区分に応じた式により

算出される容積率のうち、い

ずれか小さい方の数値とす

る。 

－ 

４
 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
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建築物の容

積率の最高

限度※ 

－ 道路境界から 30ｍの

区域内に存する敷地は

この限りでない。 

２ 建築基準法第 59 条

の２第１項等に基づ

き、特定行政庁による

容積率制限の特例を受

けた建築物にあっては

前項の規定は適用しな

い。 

（１）計画図３に示す 1 号壁面

線が定められた敷地：（Ｗ＋

ａ）×ｂ 

（２）壁面線が定められていな

い敷地：Ｗ×ｂ 

Ｗ：建築基準法上の前面道路の

幅員（単位 ｍ） 

ａ：道路の反対側の敷地にも壁

面線が定められている場合

は、１．０ 

  道路の反対側の敷地に壁面

線が定められていない場合

は、０．５ 

ｂ：６/１０ 

２ 建築基準法第59条の２第１

項等に基づき、特定行政庁に

よる容積率制限の特例を受け

た建築物にあっては前項の規

定は適用しない。 

－ 

  建築物の敷

地面積の最

低限度 

－ 50 ㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する土地について、その

全部を一の敷地として使用する場合は、この限りではない。 

１ この地区計画の決定の告示日において、現に建築物の敷

地として使用されている土地で当該規定に適合しないも

の又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物

の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこと 

－ 

５
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建築物の敷

地面積の最

低限度 

－ となる土地 

２ この地区計画の決定の告示日以降において、都市計画道

路等の公共施設の用地として提供したことにより減少し

た土地 

３ 地区計画の決定告示日以降において、都市計画道路等の

公共施設の用地を提供するために、本地区計画区域内の他

の土地に移転した場合の移転後の土地 

４ 巡査派出所、公衆電話所、公衆便所、防災倉庫その他こ

れらに類する公益上必要な建築物の土地 

－ 

  壁面の位置

の制限 

隣地境界線から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面までの距離は、敷地

面積が 60 ㎡以上の場合は、0.5ｍ以上

とする。 

ただし、この限度に満たない距離に

ある建築物又は建築物の各部分が次の

各号の一に該当する場合はこの限りで

ない。 

（１）物置その他これに類する用途（自

動車車庫を除く。）に供し、軒の高

さが 2.3ｍ以下で、かつ床面積の合

計が５㎡以内であるもの 

（２）自動車車庫（階数が２以上のもの

を除く。） 

（３）床面積に算入されない出窓の部

分で、外壁又はこれに代わる柱の

中心線の長さの合計が３ｍ以下の

もの 

計画図３に示す１号壁面線が定められている敷地におい

ては、建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」と

いう。）の面及び当該建築物に付属する門又は塀の面から道

路境界線までの距離は、0.5ｍ以上とする。 

ただし、高さ 13ｍを超える部分の外壁等の面から道路境

界線までの距離は、２ｍ以上とする。 

－ 

      

６
 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
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壁面後退区

域における

工作物の設

置の制限 

－ 壁面の位置の制限で定められた壁面線と道路境界線との

間の土地の区域については、門、塀、さく、自動販売機、そ

の他交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。 

ただし、街路灯その他公益上必要なものはこの限りでな

い。 

－ 

建築物等の

高さの最高

限度 

１ 建築物の高さの最高限度は、次のとおりとする。 

17ｍ 

ただし、次の各号の一

に該当する場合は、当該

数値とする。 

（１）500㎡以上1,000㎡

未満の敷地は 25ｍ 

（２）1,000 ㎡以上の敷

地は 35ｍ 

35ｍ 25ｍ 

ただし、山手通りの道

路境界から 30ｍの区域

は 60ｍとする。 

35ｍ 近隣商業地区①：35ｍ 

補助 26 号線沿道地区、

近隣商業地区②：40ｍ 

駅前地区②、山手通り

沿道地区②：45ｍ 

山手通り沿道地区①：

60ｍ 

  ２ 第１項において、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面

積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、５ｍまでは当該建築物の高さに算入しない。 

３ 建築基準法第 59 条の２第１項等に基づき、特定行政庁の許可を受けた建築物は、この限りでない。 

  建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

１ 建築物の軒、庇、出窓その他これらに類するものは、計画図３に示す１号壁面線の範囲内にかかる形態としてはならない。 

ただし、地盤面からの高さが 3.5ｍを超える部分はこの限りではない。 

２ 建築物の外壁及び屋根の色彩は刺激的な原色を避け、周辺環境や地域の街並みとの調和に配慮したものとする。 

３ 工作物、広告物は、刺激的な色彩を避け、周辺環境と調和し、良好な景観の形成に資するものとする。 

  垣又はさく

の構造の制

限 

道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンスとし、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック

造、石造、レンガ造その他これらに類する構造としてはならない。 

ただし、地盤面から高さ 0.6ｍ以下の部分はこの限りでない。 

  土地利用に

関する事項 

緑豊かで潤いのある生活環境を実現するため、敷地内では既存の樹木の保存を図るとともに、沿道緑化、屋上緑化及び壁面緑

化などに努める。 

 

 

  ※印は知事協議事項 

７
 



 

    

「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限については、計画図表示のとおり。」 

理由：駅近接の商業地及び住宅地からなる市街地において、大山駅の駅前広場、東武東上線の連続立体交差化及びこれに伴う鉄道付属街路に関する都市計

画が令和元年 12 月に決定されたことを踏まえ、にぎわいのある商業地と安全・安心で良好な住環境を維持するとともに、合理的な土地利用を図るため地

区計画を変更する。 

 

８
 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都市計画地区計画 大山駅東地区地区計画 総括図 

地区計画の区域 

大山駅東地区地区計画 

（面積約 22.4ha） 

既存の地区計画の区域 

 

用 途 地 域 

大山駅東地区 

地区計画の区域 

旧板橋宿周辺 

地区地区計画 

縮尺 １ ／ １０,０００ 

大山駅西地区 

地区計画 

大谷口上町周辺地区 

地区計画 

大谷口一丁目周辺地区 

地区計画 
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東京都市計画地区計画 
大山駅東地区地区計画 計画図１－１                 〔板橋区決定〕 

確  認  令和６年 ２月 ７日 
所管部課  板橋区都市整備部都市計画課 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。（承認番号）５都市基交測第 123 号、令和５年９月 28 日 

ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）５都市基街都第 163 号、令和５年７月 26 日 10



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

東京都市計画地区計画 
大山駅東地区地区計画 計画図１－２                 〔板橋区決定〕 

確  認  令和６年 ２月 ７日 
所管部課  板橋区都市整備部都市計画課 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。（承認番号）５都市基交測第 123 号、令和５年９月 28 日 

ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）５都市基街都第 163 号、令和５年７月 26 日 11



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

東京都市計画地区計画 
大山駅東地区地区計画 計画図２－１                 〔板橋区決定〕 

確  認  令和６年 ２月 ７日 
所管部課  板橋区都市整備部都市計画課 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。（承認番号）５都市基交測第 123 号、令和５年９月 28 日 

ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）５都市基街都第 163 号、令和５年７月 26 日 12



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

東京都市計画地区計画 
大山駅東地区地区計画 計画図２－２                 〔板橋区決定〕 

確  認  令和６年 ２月 ７日 
所管部課  板橋区都市整備部都市計画課 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。（承認番号）５都市基交測第 123 号、令和５年９月 28 日 

ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）５都市基街都第 163 号、令和５年７月 26 日 13



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

東京都市計画地区計画 
大山駅東地区地区計画 計画図３－１                 〔板橋区決定〕 

確  認  令和６年 ２月 ７日 
所管部課  板橋区都市整備部都市計画課 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。（承認番号）５都市基交測第 123 号、令和５年９月 28 日 

ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）５都市基街都第 163 号、令和５年７月 26 日 14



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

東京都市計画地区計画 
大山駅東地区地区計画 計画図３－２                 〔板橋区決定〕 

確  認  令和６年 ２月 ７日 
所管部課  板橋区都市整備部都市計画課 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 1/2,500 の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。（承認番号）５都市基交測第 123 号、令和５年９月 28 日 

ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）５都市基街都第 163 号、令和５年７月 26 日 15
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東京都市計画地区計画 大山駅東地区地区計画の変更について 

 

１ 目的 

大山駅周辺地区では、平成２６年３月に策定された「大山まちづくり総合計画」

に基づき、都市計画道路補助第２６号線整備事業、市街地再開発事業、駅前広場

の整備に関する事業、東武東上線の連続立体交差事業などのまちづくり事業が

進められている。 

 本地区では、平成２７年１２月に「大山駅東地区地区計画」が都市計画決定さ

れているが、この時点では大山駅の駅前広場の位置が決まっていなかったため、

『駅前周辺地区』については、建築物のルール等を最低限の内容としていた。 

その後、大山駅の駅前広場、東武東上線の連続立体交差化及びこれに伴う鉄道

付属街路に関する都市計画が令和元年１２月に決定、令和３年１２月に事業認

可されたことを受けて、既決定の地区計画のうち、『駅前周辺地区』の地区整備

計画について、地域の方々との「大山駅東地区駅前周辺地区地区整備計画変更検

討会（以下、「検討会」という。）」を立ち上げ検討を進めてきた。 

今回の変更は、令和５年３月の検討会からの提言を受けて、駅前周辺地区につ

いて、地区整備計画を変更するものである。 

 

２ 地区計画の対象 

 ア 位置：大山東町、栄町及び氷川町各地内 

 イ 区域面積：約２２．４ｈa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大山駅東地区 

今回変更する範囲 

（駅前周辺地区） 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺
1/2,500の地形図（道路網図）を使用して作成したもので
ある。（承認番号）５都市基交測第 123号 

図１：地区計画区域図 
 

資料１－４ 議案２３５号 
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３ これまでの経緯 

平成 27 年 12 月 大山駅東地区地区計画の都市計画決定 

令和元年 12 月 大山駅の駅前広場等の都市計画決定 

令和３年 12 月 大山駅の駅前広場等の整備に係わる事業認可 

令和４年５月 検討会発足 ※全４回開催 

令和４年９月～12 月 アンケート調査の実施 

令和５年３月 
大山駅東地区の地区計画に関するまちづくりの

提言を受領 

令和５年５月 地区計画（素案）の作成 

令和５年９月１、２日 地区計画（素案）説明会開催 

令和５年９月 29 日まで 地区計画（素案）について意見募集の実施 

 

４ 地区計画変更の経緯と今後のスケジュール 

事項 時期 備考 

都市計画（原案）の 

公告・縦覧 

令和５年１１月２４日から 

令和５年１２月８日まで 

縦覧者 

窓口２名 

インターネット

延べ１６０名 

意見書の提出 
令和５年１１月２４日から 

令和５年１２月１５日まで 

意見書 

９通 

都市計画（原案）説明会 
令和５年１１月２４日 

令和５年１１月２５日 

出席者 

計４８名 

板橋区都市計画審議会 令和６年１月１９日 報告 

都市計画（案）の 

公告・縦覧 

令和６年４月３０日から 

令和６年５月１４日まで 

縦覧者 

窓口０名 

インターネット

延べ２１名 

意見書の提出 
令和６年４月３０日から 

令和６年５月１４日まで 

意見書 

０通 

板橋区都市計画審議会 令和６年９月９日 付議 

決定・告示 令和６年１０月 予定 
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５ 駅前周辺地区の地区計画の概要 

（１）地区計画の目標 

大山駅の駅前広場、東武東上線の連続立体交差化及びこれに伴う鉄道付属街

路に関する都市計画が令和元年 12 月に決定されたことから、こうした都市基

盤整備にあわせて都市機能の再編を図り、地区の回遊の起点となる駅前にふさ

わしいにぎわいを形成するとともに、駅周辺という立地条件を活かし、さらな

るにぎわいの向上や商店街の健全なにぎわいと魅力的な街並みの維持・形成及

び密集市街地の安全性の向上を図り、多世代が安全で安心な都市型生活を営む

ことができる『誰もが「来たくなる」「歩きたくなる」「住みたくなる」まち』

の実現をめざす。 

 

（２）区域の整備・開発及び保全に関する方針 

 ア 各地区の位置図 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の制限に関するルールを変更する地区 

建築物等の制限に関するルールを既に詳細に決めている地区 

凡例 

図２：各地区の位置図 
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イ 土地利用の方針＜変更部分＞ 

 

 

 

 

 

駅前周辺住宅地区（既決定の地区区分：駅前周辺地区Ａ） 

商店街と調和した、緑のある安全で安心して暮らせる住宅地の形成を図る。 

 

補助 26 号線沿道地区（既決定の地区区分：駅前周辺地区Ｂ） 

幹線道路の沿道として延焼遮断帯の形成による不燃化を図るとともに、後背

地の居住環境に配慮しながら、幹線道路の沿道にふさわしい住宅と商業・業務

機能が調和した防災性の高い中高層の複合市街地の形成を図る。 

 

近隣商業地区②（既決定の地区区分：駅前周辺地区Ｂ） 

遊座大山商店街のにぎわいとの連続性と住宅地の居住環境が調和した商業

地の形成を図る。 

 

駅前地区①（既決定の地区区分：駅前周辺地区Ｃ） 

東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備等にあわせて、地区のにぎ

わい、交流、回遊性を生み出す新たな駅前の拠点として、将来にわたって健全

な商業機能を維持するとともに、後背地の居住環境に配慮しながら地区のメイ

ンストリートとしてふさわしい街並みへの誘導や、地区の玄関口としてふさわ

しい土地利用の誘導を図る。 

 

駅前地区②（既決定の地区区分：駅前周辺地区Ｃ） 

東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備等にあわせて、地区のにぎ

わい、交流、回遊性を生み出す新たな駅前の拠点として、地区の玄関口として

ふさわしい土地利用の誘導を図る。 

 

ウ 建築物等の整備の方針＜変更部分＞ 

駅前地区① 

建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制

限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物等の高さの最高限度

を定めて街並みを誘導しつつ、合理的な土地の有効利用及び良好な街並みの形

成を図るため、前面道路幅員による容積率制限及び道路斜線制限を緩和する。 

（既決定の地区計画における土地利用方針） 
駅前周辺地区（Ａ・Ｂ・Ｃ） 
道路と鉄道の立体交差化等にあわせて、地区のにぎわい、交流、回遊性

を生み出す新たな拠点として、遊座大山商店街との調和・連続性に配慮し
た、地区の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導を図る。 
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凡例 

区画道路３号延伸 

区
画
道
路
６
号
新
規 

区画道路５号延伸 

区画道路 4号 

（３）地区整備計画 

ア 地区施設の配置及び規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区施設名 幅員(ｍ) 備考 

区画道路１号 11.0 既設 

区画道路２号 8.1～10.0 既設 

区画道路３号 6.3～8.1 既設 

区画道路４号 6.3 既設 

区画道路５号 6.0～8.0 既設 

区画道路６号 6.3 既設 

壁面の位置の制限 

1 号壁面線 

地区施設 

区画道路 

3,5 号（延伸） 

区画道路 

6 号（新規） 

区画道路５号

沿い（延伸） 

区画道路６号

沿い（新規） 

 

図３：地区施設の位置図 
 

※表中の数値は、全て概数である。（約の表記は省略） 
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イ 建築物等に関する事項＜網掛けは変更箇所を示す＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店街通りに 
店舗が面する 
場合 

商店街通りに 
住宅が面する 
場合 

①建築物等の用途の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全地区 

以下のものは建築不可。 

・性風俗店等 

・馬券、車券及び舟券発売所 

・ぱちんこ屋（既存店舗の建替

えは除く。） 

駅前周辺住宅地区 

マージャン屋、射的場、カラオ

ケボックスその他これらに類する

ものは建築不可。 

駅前地区① 

区画道路５号及び６号に面する建築物の地上１階の当該道路に面す

る部分においては住宅、共同住宅等（これらに付属する自動車車庫を

含む。）倉庫業を営む倉庫は建築不可。ただし、住宅等への出入口、階

段等に類するものは除く。 

図４：地区施設の位置図 
 

住宅用出入口 店舗用出入口 

店舗 

住宅 

住宅 

店舗 

商店街通り 商店街通り 
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②建築物の容積率の最高限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前地区① 

建築物の容積率の最高限度は、１号壁面線が定められている敷地にお

いては、都市計画により定められた容積率１０分の５０と、次の各号の

区分に応じた式により算出される容積率のうち、いずれか小さい方の数

値とする。 

（１）壁面線が定められた敷地：（Ｗ＋ａ）×ｂ 

（２）壁面線が定められていない敷地：Ｗ×ｂ 

Ｗ：建築基準法上の前面道路の幅員（単位 ｍ） 

ａ：道路の反対側の敷地にも壁面線が定められている場合は、１．０ 

  道路の反対側の敷地に壁面線が定められていない場合は、０．５ 

ｂ：６/１０ 

＜容積率の算出例＞ 

容積率＝道路状空間×用途地域ごとの係数 

※道路状空間は、道路幅員
と壁面後退距離の合計値 

※商業地域の係数は 0.6 
0.5ｍ 0.5ｍ 

容積率 

(7.0＋1.0)×0.6＝480％ 

1 号壁面線を新たに
定める区間 

凡例 

壁面の位置の制限 

1 号壁面線 

区画道路５号

沿い 

図５：壁面制限の位置図 
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③建築物の敷地面積の最低限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前地区① ５０㎡ 

最低敷地面積より狭い敷地に分割した土地は建築不可。（パターン①） 

※ただし、地区計画の変更・告示日時点で 50 ㎡未満の敷地の場合は

建築可。（パターン②） 

 

＜パターン①＞ ＜パターン②＞ 

④壁面の位置の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前周辺住宅地区 

敷地面積が 60 ㎡以上の

場合は、隣地境界線から

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面までの距離

は、0.5ｍ以上とする。 

 

隣地境界線 

建物 建物 

道路 

0.5m 

以上 

0.5m 

以上 

0.5m 以上 
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④壁面の位置の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前地区① 

１号壁面線が定められている敷地においては、建築物の外壁又はこれ

に代わる柱（以下「外壁等」という。）の面及び当該建築物に付属する

門又は塀の面から道路境界線までの距離は、0.5ｍ以上とする。 

ただし、高さ 13ｍを超える部分の外壁等の面から道路境界線までの距離

は、２ｍ以上とする。 

1 号壁面線を新たに
定める区間 

凡例 

壁面の位置の制限 

1 号壁面線 

区画道路５号

沿い 

図６：壁面制限の位置図 
 

道路境界線 
までの距離 
0.5ｍ以上 

＜平面図＞ ＜立面図＞ 
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 ⑤壁面後退区域における工作物の設置の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前地区① 

壁面の位置の制限で定められた壁

面線と道路境界線との間の土地の区

域については、門、塀、さく、自動

販売機、その他交通の妨げとなるよ

うな工作物を設置不可。 

⑥建築物の高さの最高限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前周辺住宅地区・駅前地区①    ：３５ｍ 

補助２６号線沿道地区・近隣商業地区②：４０ｍ 

駅前地区②             ：４５ｍ 

高さの最高限度 
例）駅前周辺住宅地区３５ｍ 

⑦建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 ※変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全地区 

・建築物の軒、庇、出窓その他これらに類するものは、１号壁面線の範

囲内にかかる形態としてはならない。 

・刺激的な原色を避け、周辺環境と地域の街並みと調和しに配慮したも

のとする。 

⑧垣又は柵の構造の制限 ※変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック等は 
60cm以下 

全地区 

倒壊の危険性が高いブロック塀を規制す

る。ブロック塀等の高さは 60 ㎝までとする。 

※駅前地区① 

以外は変更なし 
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大山駅東地区地区計画  新旧対照表 

 

 変更案 既決定 

表題 東京都市計画地区計画の変更（板橋区決定） 

都市計画大山駅東地区地区計画を次のように変更する。 

東京都市計画地区計画の決定（板橋区決定） 

都市計画大山駅東地区地区計画を次のように決定する。 

名称 大山駅東地区地区計画 大山駅東地区地区計画 

位置※ 板橋区大山東町、栄町及び氷川町各地内. 板橋区大山東町、栄町及び氷川町各地内 

面積※ 約 22.4ha 約 22.4ha 

地区計画の目標 本地区は、東武東上線大山駅の東側に位置し、駅前商業地や地区中央部をにぎわいの軸とし

て東西に貫く遊座大山商店街などの商業地と、その後背に広がる住宅地から形成され、周辺に

は複数の公共施設が立地するなど、交通や生活の利便性の高い複合市街地となっている。 

板橋区都市づくりビジョン（平成 30 年３月）では、本地区を含む大山駅周辺地区は、大山ま

ちづくり総合計画等に基づき、商店街のにぎわいの促進や文化施設の立地といった駅周辺の特

徴を活かした都市づくりを進めることとされている。 

さらに、大山駅の駅前広場、東武東上線の連続立体交差化及びこれに伴う鉄道付属街路に関

する都市計画が令和元年 12 月に決定されたことから、こうした都市基盤整備にあわせて都市

機能の再編を図り、地区の回遊の起点となる駅前にふさわしいにぎわいを形成するとともに、

駅周辺という立地条件を活かし、さらなるにぎわいの向上や商店街の健全なにぎわいと魅力的

な街並みの維持・形成及び密集市街地の安全性の向上を図り、多世代が安全で安心な都市型生

活を営むことができる『誰もが「来たくなる」「歩きたくなる」「住みたくなる」まち』の実現

をめざす。 

本地区は、東武東上線大山駅の東側に位置し、駅前商業地や地区中央部をにぎわいの軸とし

て東西に貫く遊座大山商店街などの商業地と、その後背に広がる住宅地から形成され、周辺に

は複数の公共施設が立地するなど、交通や生活の利便性の高い複合市街地となっている。 

本地区を含む大山町、大山東町付近は、都市計画マスタープランにおいて、基盤整備や建物

の再整備などによって、商業や文化機能の充実を図り、地域交流の拠点としてのまちづくりを

進めることとされている。そこで、大山駅周辺地区は、大山まちづくり総合計画で示された「文

化交流拠点に相応しい交通基盤整備や鉄道立体化により利便性に優れ、誰もが暮らしやすくに

ぎわいに満ちた安心安全なまち～大山～」の実現に向けて、都市計画道路補助 26 号線の整備に

あわせた沿道まちづくり、道路と鉄道の立体交差化や駅前広場の整備等の実現に向けた検討が

進められている。 

本地区は、こうした都市基盤整備にあわせて、立地条件を活かしたさらなるにぎわいの向上

や商店街の健全なにぎわいと魅力的な街並みの維持・形成を図るとともに、密集市街地の安全

性の向上を図り、多世代が安全で安心な都市型生活を営むことができる『誰もが「来たくなる」

「歩きたくなる」「住みたくなる」まち』の実現をめざす。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 １ 住宅地区① 

戸建て住宅と共同住宅が調和した、緑豊かな安全で安心して暮らせる住宅地の形成を図る。 

１ 住宅地区① 

戸建て住宅と共同住宅が調和した、緑豊かな安全で安心して暮らせる住宅地の形成を図る。 

２ 住宅地区② 

遊座大山商店街の北側の住宅地については、地区内に存する大規模敷地の土地利用転換にあ

わせて南北の円滑な動線を確保するなど、居住環境の改善を進め、緑豊かな防災性の高い住宅

地の形成を図る。南側の住宅地については、戸建て住宅と共同住宅が調和した、緑豊かな安全

で快適に暮らせる住宅地の形成を図る。 

２ 住宅地区② 

遊座大山商店街の北側の住宅地については、地区内に存する大規模敷地の土地利用転換にあ

わせて南北の円滑な動線を確保するなど、居住環境の改善を進め、緑豊かな防災性の高い住宅

地の形成を図る。南側の住宅地については、戸建て住宅と共同住宅が調和した、緑豊かな安全

で快適に暮らせる住宅地の形成を図る。 

３ 駅前周辺住宅地区 

商店街と調和した、緑のある安全で安心して暮らせる住宅地の形成を図る。 

－ 

４ 遊座大山商店街地区 

将来にわたって健全な商業機能を維持するとともに、後背地の居住環境に配慮しながら、地

区のメインストリートとしてふさわしい街並みに誘導し、安全で快適に買い物や交流ができる

沿道型商店街の形成を図る。 

３ 遊座大山商店街地区 

将来にわたって健全な商業機能を維持するとともに、後背地の居住環境に配慮しながら、地

区のメインストリートとしてふさわしい街並みに誘導し、安全で快適に買い物や交流ができる

沿道型商店街の形成を図る。 

５ 駅前地区① 

東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備等にあわせて、地区のにぎわい、交流、回

遊性を生み出す新たな駅前の拠点として、将来にわたって健全な商業機能を維持するとともに、 

－ 
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 変更案 既決定 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 後背地の居住環境に配慮しながら地区のメインストリートとしてふさわしい街並みに誘導し、

地区の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導を図る。 

－ 

６ 駅前地区② 

東武東上線の連続立体交差事業や駅前広場の整備等にあわせて、地区のにぎわい、交流、回

遊性を生み出す新たな駅前の拠点として、地区の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導を図

る。 

－ 

７ 補助 26 号線沿道地区 

幹線道路の沿道として延焼遮断帯の形成による不燃化を図るとともに、後背地の居住環境に

配慮しながら、幹線道路の沿道にふさわしい住宅と商業・業務機能が調和した防災性の高い中

高層の複合市街地の形成を図る。 

４ 補助 26 号線沿道地区 

幹線道路の沿道として延焼遮断帯の形成による不燃化を図るとともに、後背地の居住環境に

配慮しながら、幹線道路の沿道にふさわしい住宅と商業・業務機能が調和した防災性の高い中

高層の複合市街地の形成を図る。 

８ 山手通り沿道地区①・② 

平常時の広域交通や災害時の救急・消火活動などを支える広域幹線道路の沿道として、後背

地の居住環境に配慮しながら、住宅と商業・業務機能が調和した防災性の高い中高層の複合市

街地の形成を図る。 

５ 山手通り沿道地区①・② 

平常時の広域交通や災害時の救急・消火活動などを支える広域幹線道路の沿道として、後背

地の居住環境に配慮しながら、住宅と商業・業務機能が調和した防災性の高い中高層の複合市

街地の形成を図る。 

９ 近隣商業地区①・② 

遊座大山商店街のにぎわいとの連続性と住宅地の居住環境が調和した商業地の形成を図る。 

６ 近隣商業地区 

駅前周辺地区の将来的な都市基盤整備にあわせて、住宅地の居住環境と調和した商業地の形

成を図る。 

－ ７ 駅前周辺地区（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

道路と鉄道の立体交差化等にあわせて、地区のにぎわい、交流、回遊性を生み出す新たな拠

点として、遊座大山商店街との調和・連続性に配慮した、地区の玄関口としてふさわしい土地

利用の誘導を図る。 

地区施設の整備の方

針 

補助第 26 号線と大山駅をつなぐ駅前広場の整備による地域交通結節機能の向上や、連続立

体交差事業による地域分断の解消及び鉄道付属街路による新たな交流とにぎわいが生まれる地

区内外の交通ネットワークを形成するため、以下の方針を定める。 

１ 地区内の主要な生活道路として、区画道路１号から４号までを地区施設に位置付け、地区

の生活の軸としての機能の保全を図る。 

２ 地区内のにぎわいの軸として、区画道路５号及び６号（遊座大山商店街）を地区施設に位

置付け、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めることによ

り、地区施設及び壁面後退区域が一体となった安全で快適な歩行空間の形成をめざす。 

１ 地区内の主要な生活道路として、区画道路１号から４号までを地区施設に位置付け、地区

の生活の軸としての機能の保全を図る。 

２ 地区内のにぎわいの軸として、区画道路５号（遊座大山商店街）を地区施設に位置付け、

壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めることにより、地区

施設及び壁面後退区域が一体となった安全で快適な歩行空間の形成をめざす。 

建築物等の整備の方

針 

地区の特性に応じて、以下のように建築物等の整備の方針を定める。 地区の特性に応じて、以下のように建築物等の整備の方針を定める。 

１ 住宅地区①・②、駅前周辺住宅地区 

（１）居住環境の維持・保全を図るため、建築物等の用途の制限を定める｡ 

（２）更なる建築物の密集化を防止し、ゆとりある住環境の形成を図るため、壁面の位置の制

限を定める。 

（３）住宅地区①・②では、建築物の共同化を誘導し、良好な居住環境の維持と地域にふさわ

しい街並みの形成を図るため、敷地規模に応じた建築物等の高さの最高限度を定める。ま

た、駅前周辺住宅地区では、良好な居住環境の維持・形成を図るため、建築物等の高さの 

１ 住宅地区①・② 

（１）居住環境の維持・保全を図るため､建築物等の用途の制限を定める｡ 

（２）更なる建築物の密集化を防止し、ゆとりある住環境の形成を図るため、壁面の位置の制

限を定める。 

（３）建築物の共同化を誘導し、良好な居住環境の維持と地域にふさわしい街並みの形成を図

るため、敷地規模に応じた建築物等の高さの最高限度を定める。 

（４）住宅地の街並みの維持・形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 



19 
 

 変更案 既決定 
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建築物等の整備の方

針 

最高限度を定める。 

（４）住宅地の街並みの維持・形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

を定める｡ 

（５）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため、道路に面する垣又はさく

の構造の制限を定める｡ 

定める｡ 

（５）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため､道路に面する垣又はさくの

構造の制限を定める｡ 

２ 遊座大山商店街地区、駅前地区① 

建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区

域における工作物の設置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定めて街並みを誘導しつつ、

合理的な土地の有効利用及び良好な街並みの形成を図るため、前面道路幅員による容積率制限

及び道路斜線制限を緩和する。 

（１）商業の集積を促進するとともに、健全な商業環境の形成を図るため、建築物等の用途の

制限を定める｡ 

（２）商店街の街並み景観に配慮しつつ合理的な土地の有効利用を図るため、建築物の容積率

の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

（３）安全で快適な商店街の歩行環境を確保するため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域に

おける工作物の設置の制限を定める。 

（４）商店街の街並みの維持・形成を図るため、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形

態又は色彩その他の意匠の制限を定める｡ 

（５）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため、道路に面する垣又はさく

の構造の制限を定める｡ 

２ 遊座大山商店街地区 

建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区

域における工作物の設置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定めて街並みを誘導しつつ、

合理的な土地の有効利用及び良好な街並みの形成を図るため、前面道路幅員による容積率制限

及び道路斜線制限を緩和する。 

（１）商業の集積を促進するとともに、健全な商業環境の形成を図るため､建築物等の用途の制

限を定める｡ 

（２）遊座大山商店街地区の街並み景観に配慮しつつ合理的な土地の有効利用を図るため、建

築物の容積率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

（３）安全で快適な商店街の歩行環境を確保するため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域に

おける工作物の設置の制限を定める。 

（４）商店街の街並みの維持・形成を図るため、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形

態又は色彩その他の意匠の制限を定める｡ 

（５）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため､道路に面する垣又はさくの

構造の制限を定める｡ 

３ 駅前地区②、補助 26号線沿道地区、山手通り沿道地区①・②、近隣商業地区①・② 

（１）健全な商業環境の形成と居住環境との調和を図るため、建築物等の用途の制限を定める｡ 

（２）良好な街並みの形成を図るため、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限を定める｡ 

（３）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため、道路に面する垣又はさく

の構造の制限を定める｡ 

３ 補助 26 号線沿道地区、山手通り沿道地区①・②、近隣商業地区及び駅前周辺地区（Ａ・Ｂ・

Ｃ） 

（１）健全な商業環境の形成と居住環境との調和を図るため､建築物等の用途の制限を定める｡ 

（２）良好な街並みの形成を図るため、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限を定める｡ 

（３）震災時の安全性の確保と潤いのある街並みの形成を図るため､道路に面する垣又はさくの

構造の制限を定める｡ 

その他当該区域の整

備、開発及び保全に関

する方針 

１ 緑豊かで潤いのある街並みを形成するため､敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化等により緑化

を推進する｡ 

２ 景観法に基づく景観計画に留意して、良好な都市景観の形成に資する土地利用を図る。 

１ 緑豊かで潤いのある街並みを形成するため､敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化等により緑化

を推進する｡ 

２ 景観法に基づく景観計画に留意して、良好な都市景観の形成に資する土地利用を図る。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の配

置及び規模 

種類 名称 幅員 延長 備考 名称 幅員 延長 備考 

道路 区画道路 1号※ 11.0ｍ 約 160ｍ 既設 区画道路 1号※ 11.0ｍ 約 160ｍ 既設 

区画道路 2号※ 8.1～10.0ｍ 約 200ｍ 既設 区画道路 2号※ 8.1～10.0ｍ 約 200ｍ 既設 

区画道路 3号※ 6.3～8.1ｍ 約 444ｍ 既設 区画道路 3号※ 6.3～8.1ｍ 約 420ｍ 既設 

区画道路 4号 6.3ｍ 約 90ｍ 既設 区画道路 4号 6.3ｍ 約 90ｍ 既設 

区画道路 5号※ 6.0～8.0ｍ 約 540ｍ 既設 区画道路 5号※ 6.0～8.0ｍ 約 430ｍ 既設 

区画道路 6号 6.3ｍ 約 90ｍ 既設 －    
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 変更案 既決定 

 

地 区 の

区分 

名称 住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

駅前周辺 

住宅地区 

遊座大山 

商店街地区 

駅前地区① 駅前地区②、補

助 26号線沿道地

区、山手通り沿

道地区①・②、

近隣商業地区

①・② 

住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

遊座大山商店街地区 補助26号線沿道地

区、山手通り沿道

地区①・②、近隣商

業地区、駅前周辺

地区（A・B・C） 

面積 約 0.7ha 約 11.1ha 約 1.0ha 約 2.5ha 約 0.7ha 約 6.4ha 約 0.7ha 約 11.1ha 約 2.5ha 約 8.1ha 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用

途の制限※ 

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物への用途を変更してはならない。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第２条第６

項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、第７項に規定する「無店舗型性風俗特殊営業」、第

８項に規定する「映像送信型性風俗特殊営業」、第９項に規定する「店舗型電話異性紹介営

業」、第 10 項に規定する「無店舗型電話異性紹介営業」及び第 11 項に規定する「特定遊興飲

食店営業」。 

次に掲げる建築物を建築し、又は建築物へ用途を変更してはならない。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第２条第６

項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」及び第９項に規定する「店舗型電話異性紹介営業」

の用途に供するもの。 

－ ２ 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所その他これらに類する

もの 

３ ぱちんこ屋その他これに類するもの 

ただし、この地区計画の決定の告示日において、現に使用されている建築物の

敷地で当該用途に供するものについては適用しない。 

－ ２ 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所その他これらに類する

もの 

３ ぱちんこ屋その他これに類するもの 

ただし、この地区計画の決定の告示日において､現に使用されている建築物の

敷地で当該用途に供するものについては適用しない。 

－ ４ マージャン屋、

射的場、カラオケボ

ックスその他これら

に類するもの 

５ 区画道路５号及び６号に面する建

築物の地上１階部分が、住宅、共同住

宅、寄宿舎又は下宿（これらに付属す

る自動車車庫を含む。）若しくは倉庫

業を営む倉庫（以下「住宅等」という。）

の用途に供するもの。 

ただし、住宅等の出入り口に類する

もの若しくは敷地の形態上又は用途

上やむを得ないと区長が認めるもの

はこの限りでない。 

－ － ４ マージャン

屋、射的場、カ

ラオケボック

スその他これ

らに類するも

の 

５ 区画道路５号に面する建築物の地上

１階部分が、住宅、共同住宅、寄宿舎又

は下宿（これらに付属する自動車車庫を

含む。）若しくは倉庫業を営む倉庫（以

下「住宅等」という。）の用途に供する

もの。 

ただし、住宅等の出入り口に類するも

の若しくは敷地の形態上又は用途上や

むを得ないと区長が認めるものはこの

限りでない。 

－ 

建築物の容積

率の最高限度

※ 

－ １ 建築物の

容積率の最

高限度は、

計画図３に

示す１号壁

面線が定め

られている

敷地におい 

１ 建築物の容積率の

最高限度は、都市計

画により定められた

容積率10分の50と、

次の各号の区分に応

じた式により算出さ

れる容積率のうち、

いずれか小さい方の 

－ － １ 建築物の容積率の最高限度は、計画図

２に示す１号壁面線が定められている

敷地においては 10分の 40 とする。 

ただし、山手通りの道路境界から 30

ｍの区域内に存する敷地はこの限りで

ない。 

２ 建築基準法第 59 条の２第１項等に基

づき、特定行政庁による容積率制限の特 

－ 
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 変更案 既決定 

 

地 区 の

区分 

名称 住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

駅前周辺 

住宅地区 

遊座大山 

商店街地区 

駅前地区① 駅前地区②、補

助 26号線沿道地

区、山手通り沿

道地区①・②、

近隣商業地区

①・② 

住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

遊座大山商店街地区 補助26号線沿道地

区、山手通り沿道

地区①・②、近隣商

業地区、駅前周辺

地区（A・B・C） 

面積 約 0.7ha 約 11.1ha 約 1.0ha 約 2.5ha 約 0.7ha 約 6.4ha 約 0.7ha 約 11.1ha 約 2.5ha 約 8.1ha 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の容積

率の最高限度

※ 

 ては10分の

40 とする。

ただし、山

手通りの道

路境界から

30ｍの区域

内に存する

敷地はこの

限 り で な

い。 

２ 建築基準

法第59条の

２第１項等

に基づき、

特定行政庁

による容積

率制限の特

例を受けた

建築物にあ

っては前項

の規定は適

用しない。 

数値とする。 

（１）計画図３に示す

１号壁面線が定めら

れた敷地：（Ｗ＋ａ）

×ｂ 

（２）壁面線が定めら

れていない敷地：Ｗ

×ｂ 

Ｗ：建築基準法上の前

面道路の幅員（単位 

ｍ） 

ａ：道路の反対側の敷

地にも壁面線が定め

られている場合は、

１．０ 

  道路の反対側の敷

地に壁面線が定めら

れていない場合は、

０．５ 

ｂ：６/１０ 

２ 建築基準法第59条

の２第１項等に基づ

き、特定行政庁によ

る容積率制限の特例

を受けた建築物にあ

っては前項の規定は

適用しない。 

 

  例を受けた建築物にあっては前項の規

定は適用しない。 
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 変更案 既決定 

 

地 区 の

区分 

名称 住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

駅前周辺 

住宅地区 

遊座大山 

商店街地区 

駅前地区① 駅前地区②、補

助 26号線沿道地

区、山手通り沿

道地区①・②、

近隣商業地区

①・② 

住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

遊座大山商店街地区 補助26号線沿道地

区、山手通り沿道

地区①・②、近隣商

業地区、駅前周辺

地区（A・B・C） 

面積 約 0.7ha 約 11.1ha 約 1.0ha 約 2.5ha 約 0.7ha 約 6.4ha 約 0.7ha 約 11.1ha 約 2.5ha 約 8.1ha 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

－ 50 ㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する

土地について、その全部を一の敷地として

使用する場合は、この限りではない。 

１ この地区計画の決定の告示日にお

いて、現に建築物の敷地として使用さ

れている土地で当該規定に適合しな

いもの又は現に存する所有権その他

の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば当該規定に適合し

ないこととなる土地 

２ この地区計画の決定の告示日以降

において、都市計画道路等の公共施設

の用地として提供したことにより減

少した土地 

３ 地区計画の決定告示日以降におい

て、都市計画道路等の公共施設の用地

を提供するために、本地区計画区域内

の他の土地に移転した場合の移転後

の土地 

４ 巡査派出所、公衆電話所、公衆便所、

防災倉庫その他これらに類する公益

上必要な建築物の土地 

－ － 50 ㎡ 

ただし、この地区計画の決定の告示日に

おいて、現に建築物の敷地として使用され

ている土地で当該規定に適合しないもの

又は現に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用するなら

ば当該規定に適合しないこととなる土地

について、その全部を一の敷地として使用

する場合においては、当該規定は適用しな

い。 

－ 

  

壁面の位置の

制限 

隣地境界線から建築物の外壁

又はこれに代わる柱の面までの

距離は、敷地面積が 60 ㎡以上の

場合は、0.5ｍ以上とする。 

ただし、この限度に満たない

距離にある建築物又は建築物の

各部分が次の各号の一に該当す 

計画図３に示す１号壁面線が定めら

れている敷地においては、建築物の外壁

又はこれに代わる柱（以下「外壁等」と

いう。）の面及び当該建築物に付属する

門又は塀の面から道路境界線までの距

離は、0.5ｍ以上とする。 

ただし、高さ 13ｍを超える部分の外 

－ 隣地境界線から建築物の外

壁又はこれに代わる柱の面ま

での距離は、敷地面積が 60 ㎡

以上の場合は、0.5ｍを越えて

建築しなくてはならない。 

ただし、この限度に満たな

い距離にある建築物又は建築 

計画図２に示す 1 号壁面線が定められ

ている敷地においては、建築物の外壁又は

これに代わる柱（以下「外壁等」という。）

の面及び当該建築物に付属する門又は塀

の面から道路境界線までの距離は、0.5ｍ

以上とする。 

ただし、高さ 13ｍを超える部分の外壁 
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 変更案 既決定 

 

地 区 の

区分 

名称 住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

駅前周辺 

住宅地区 

遊座大山 

商店街地区 

駅前地区① 駅前地区②、補

助 26号線沿道地

区、山手通り沿

道地区①・②、

近隣商業地区

①・② 

住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

遊座大山商店街地区 補助26号線沿道地

区、山手通り沿道

地区①・②、近隣商

業地区、駅前周辺

地区（A・B・C） 

面積 約 0.7ha 約 11.1ha 約 1.0ha 約 2.5ha 約 0.7ha 約 6.4ha 約 0.7ha 約 11.1ha 約 2.5ha 約 8.1ha 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置の

制限 

る場合はこの限りでない。 

（１）物置その他これに類する用

途（自動車車庫を除く。）に

供し、軒の高さが 2.3ｍ以下

で、かつ床面積の合計が５㎡

以内であるもの 

（２）自動車車庫（階数が２以上

のものを除く。） 

（３）床面積に算入されない出窓

の部分で、外壁又はこれに代

わる柱の中心線の長さの合

計が３ｍ以下のもの 

壁等の面から道路境界線までの距離は、

２ｍ以上とする。 

－ 物の各部分が次の各号の一に

該当する場合はこの限りでな

い。 

（１）物置その他これに類す

る用途（自動車車庫を除

く。）に供し、軒の高さが

2.3ｍ以下で、かつ床面積

の合計が５㎡以内である

もの 

（２）自動車車庫（階数が２以

上のものを除く。） 

（３）床面積に算入されない

出窓の部分で、外壁又は

これに代わる柱の中心線

の長さの合計が３ｍ以下

のもの 

等の面から道路境界線までの距離は、２ｍ

以上とする。 

－ 

壁面後退区域

における工作

物の設置の制

限 

－ 壁面の位置の制限で定められた壁面

線と道路境界線との間の土地の区域に

ついては、門、塀、さく、自動販売機、

その他交通の妨げとなるような工作物

を設置してはならない。 

ただし、街路灯その他公益上必要なも

のはこの限りでない。 

－ － 壁面の位置の制限で定められた壁面線

と道路境界線との間の土地の区域につい

ては、門、塀、さく、自動販売機、その他

交通の妨げとなるような工作物を設置し

てはならない。 

ただし、街路灯その他公益上必要なもの

はこの限りでない。 

－ 

建築物等の高

さの最高限度 

１ 建築物の高さの最高限度は、次のとおりとする。 １ 建築物の高さの最高限度は、次のとおりとする。 

17ｍ 

ただし、次の各号

の一に該当する場合

は、当該数値とする。 

（１）500 ㎡以上

1,000 ㎡未満の 

35ｍ 25ｍ 

ただし、山

手通りの道路

境界から 30ｍ

の区域は 60ｍ

とする。 

35ｍ 近隣商業地区①：

35ｍ 

補助 26 号線沿道

地区、近隣商業地

区②：40ｍ 

駅前地区②、山手 

17ｍ 

ただし、次の各号の一に該

当する場合は、当該数値とす

る。 

（１）500 ㎡以上 1000 ㎡未満

の敷地は 25ｍ 

25ｍ 

ただし、山手通りの道路境界から 30ｍ

の区域は 60ｍとする。 

近隣商業地区、駅

前周辺地区 A：35ｍ 

補助26号線沿道地

区、駅前周辺地区

B：40ｍ 

山手通り沿道地区 
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 変更案 既決定 

 

地 区 の

区分 

名称 住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

駅前周辺 

住宅地区 

遊座大山 

商店街地区 

駅前地区① 駅前地区②、補

助 26号線沿道地

区、山手通り沿

道地区①・②、

近隣商業地区

①・② 

住宅 

地区① 

住宅 

地区② 

遊座大山商店街地区 補助26号線沿道地

区、山手通り沿道

地区①・②、近隣商

業地区、駅前周辺

地区（A・B・C） 

面積 約 0.7ha 約 11.1ha 約 1.0ha 約 2.5ha 約 0.7ha 約 6.4ha 約 0.7ha 約 11.1ha 約 2.5ha 約 8.1ha 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の高

さの最高限度 

敷地は 25ｍ 

（２）1,000 ㎡以上

の敷地は 35ｍ 

   通り沿道地区②：

45ｍ 

山手通り沿道地

区①：60ｍ 

（２）1000 ㎡以上の敷地は

35ｍ 

 ②、駅前周辺地区

C：45ｍ 

山手通り沿道地区

①：60ｍ 

２ 第１項において、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面

積の合計が、当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、

５ｍまでは当該建築物の高さに算入しない。 

３ 建築基準法第 59 条の２第１項等に基づき、特定行政庁の許可を受けた建築物は、この限り

でない。 

２ 前項において、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積

の合計が、当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは、５

ｍまでは当該建築物の高さに算入しない。 

３ 建築基準法第 59 条の２第１項等に基づき、特定行政庁の許可を受けた建築物は、この限り

でない。 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

１ 建築物の軒、庇、出窓その他これらに類するものは、計画図３に示す１号壁面線の範囲内

にかかる形態としてはならない。 

ただし、地盤面からの高さが 3.5ｍを超える部分はこの限りではない。 

２ 建築物の外壁及び屋根の色彩は刺激的な原色を避け、周辺環境や地域の街並みとの調和に

配慮したものとする。 

３ 工作物、広告物は、刺激的な色彩を避け、周辺環境と調和し、良好な景観の形成に資する

ものとする。 

１ 建築物の軒、庇、出窓その他これらに類するものは、計画図２に示す１号壁面線の範囲内

にかかる形態としてはならない。 

ただし、地盤面からの高さが 3.5ｍを超える部分はこの限りではない。 

２ 建築物の外壁及び屋根の色彩は刺激的な原色を避け、周辺環境や地域の街並みとの調和に

配慮したものとする。 

３ 工作物、広告物は、刺激的な色彩を避け、周辺環境と調和し、良好な景観の形成に資する

ものとする。 

垣又はさくの

構造の制限 

道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンスとし、コンクリートブロック

造、補強コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する構造としてはならな

い。 

ただし、地盤面から高さ 0.6ｍ以下の部分はこの限りでない。 

道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンスとし、コンクリートブロック

造、補強コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他これらに類する構造としてはならな

い。 

ただし、地盤面から高さ 0.6ｍ以下の部分はこの限りでない。 

土地利用に関

する事項 

緑豊かで潤いのある生活環境を実現するため、敷地内では既存の樹木の保存を図るとともに、

沿道緑化、屋上緑化及び壁面緑化などに努める。 

緑豊かでうるおいのある生活環境を実現するため、敷地内では既存の樹木の保存を図るとと

もに、沿道緑化、屋上緑化及び壁面緑化などに努める。 

   ※印は知事協議事項 ※印は知事協議事項 

   「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限については、計画図表示のとおり。」 

理由：駅近接の商業地及び住宅地からなる市街地において、大山駅の駅前広場、東武東上線の

連続立体交差化及びこれに伴う鉄道付属街路に関する都市計画が令和元年 12 月に決定された

ことを踏まえ、にぎわいのある商業地と安全・安心で良好な住環境を維持するとともに、合理

的な土地利用を図るため地区計画を変更する。 

「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限については、計画図表示のとおり。」 

理由：駅近接の商業地及び住宅地からなる市街地において、にぎわいのある商業地と安全・安

心で良好な住環境を維持するとともに、有効な土地利用を図るため地区計画を定める。 
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 変更案 既決定 

計画図１ 
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 変更案 既決定 

計画図２ 
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 変更案 既決定 

計画図３ 

 

（追加） 

 

 

（追加） 
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 変更案 既決定 

方針附図 

 

（追加） 
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